
資料１

再評価に係る県知事等意見



３建企第３５５号 

令和３年 10 月 15 日 

中部地方整備局長 殿 

                      愛 知 県 知 事 

（公 印 省 略）  

中部地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案） 

の作成に係る意見聴取について（回答） 

令和３年１０月１日付け国部整企画第７２号の意見聴取について、別紙の

とおり回答します。 

担 当 建設局土木部建設企画課 

企画第二グループ（山本） 

電 話 ０５２-９５４-６６１１ 



（案） 

（別紙） 

事業名 意見 

一般国道１５３号 

豊田西バイパス 

回答 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

意見 

一般国道１５３号豊田西バイパスは、名古屋都市圏の広

域道路ネットワークの放射状道路として、名古屋市と自動車

産業の集積地である豊田市とを結ぶ本県のモノづくり産業の

成長に欠かすことの出来ない重要な役割を担っています。 

沿線の日進市、東郷町、みよし市は、名古屋市近郊かつ

自然豊かな丘陵地を有し、大変恵まれた地域特性を活かし

た市街地整備が進行しており、この地域の交通需要が増加

傾向にあり、現在、国道１５３号豊田西バイパスは平日朝夕

のラッシュ時の激しい渋滞のみならず休日にも渋滞が見られ

る状況にあり、住民生活に大きな支障を来しています。 

今後、当地域が、さらに発展していくためには、国道１５３

号豊田西バイパスの渋滞対策は必要不可欠であります。 

よって、対応方針（原案）のとおり事業継続し、一日も早く

供用されることを求めます。 

１／２ 



（案） 

事業名 意見 

一般国道２４７号 

西知多道路（長浦

～日長） 

回答 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

意見 

 一般国道２４７号西知多道路は、国際拠点空港の中部国

際空港と伊勢湾岸自動車道を直結するとともに、名古屋高

速道路を経由してリニア中央新幹線の名古屋駅とを結び、

知多半島道路と一体となってダブルネットワークを形成する

国土強靱化に資する大変重要な道路です。 

 当区間（長浦から日長）の事業化に伴い、伊勢湾岸自動

車道から中部国際空港を自動車専用道路で早期につなげ

ることが重要であることから、南部のバイパス区間に有料道路

事業を導入し、整備の加速を図る必要があります。 

よって、対応方針（原案）のとおり事業継続し、一日も早く

供用されることを求めます。 

本県としても、本事業のストック効果が最大限に発揮され

るよう、西知多道路南部の県施行区間（日長ＩＣ（仮称）～常

滑ＪＣＴ（仮称））の整備を進めてまいります。 

２／２ 









３砂第 151 号 
令和３年（2021 年）10 月 12 日 

 
 
 国土交通省 
 中部地方整備局長 様 
 
 

                      長野県知事 阿部 守一 
（公 印 省 略） 

 
 
    中部地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案） 
    の作成に係る意見照会について（回答） 
 
 
 令和３年 10 月 1 日付け国部整企画第 72 号で意見照会の依頼ありましたこの

ことについて、当県では別紙のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県建設部砂防課砂防係 

 林 孝標（課長） 竹内 公汰（担当） 

TEL：026-235-7317（直通） 

FAX：026-233-4029 

e-mail ：sabo@pref.nagano.lg.jp 



（別紙）
（再評価）

【砂防事業】

天竜川水系直轄砂防事業 継続

　天竜川水系における砂防事業は、県土の保
全、県民の生命や財産を守るために必要かつ
重要な事業であることから、事業継続を図ると
ともに、着実な事業の推進を強く要望します。
　事業の推進にあたりましては、引き続きコス
トの縮減、環境への配慮に努めていただきま
すようお願いします。

事業名 「対応方針（原案）」案 長野県知事の意見




